
１２月といえば師走です。年の瀬が迫って何かと忙しく
なり、大事な手紙をだしわすれたー（師走レター）となり

がちな季節です。・・ダジャレが寒くてスミマセン。 

先日、風邪をひきました。熱は数日で収まったものの、

咳が長引きました。夜中に咳き込んで眠れなくなって結

構大変でした。そんな日に、マスクをして歩いていると、

知人のママ友が「蓮根湯が効きますよ」と教えてくれまし

た。早速、蓮根粉末を買い求め、お湯に溶かして飲みま

した。「良薬は口に苦し」のとおり、効き目は抜群。咳がで

るたび「レンコン！ レンコン！」と連呼んしました（たびた

び寒くてゴメンナサイ）。 

困ったときに知人から知恵を授けられて救われまし

た。最新の社会ネットワーク理論によれば、家族や職場

の同僚のような「強い絆」よりも、ちょっとした知り合いのよ

うな「弱い絆（weak ties）」が自分にとって 

新しい情報をもたらしてくれる可能性が高 

いとされています。地域でつながる「弱い絆」 

の存在が、私たちの生活に安心感をもたら 

すことがあると思います。 

寒さ厳しき折、くれぐれもご自愛くださいませ。 

 

 

今年は、 関東大震災から９１年目、阪神淡路大震災から１９

年目。１９９５年１月１７日に活断層が起こした直下型地震・

兵庫県南部地震が発生。死者６２５０人のうち１０％は、室内

家具転倒による圧死であった。当時、私は横須賀市博物館地球

科学部門の学芸員で、１９９１年に活断層を明示した三浦半島

地質図を出版していたことから、市民向け講演に追われた。「災

害は防げないが、被害を軽減することは可能」。講演会で市民

が集まり、三浦半島活断層調査会が誕生した。以降、研究者と

会員で地質図の更新と減災普及活動を行っている。 

相模湾を震源とする大正関東地震は、神奈川県に甚大な被害

を与えた。陸軍は飛行船により東宮御所・近衛師団の、海軍は

橫須賀航空隊の水上機で御用邸などの被害調査を行った。これ

ら空撮写真は、防衛研究所や宮内庁書陵部に保管され、７０枚

以上を入手できた。うち１６枚をＡ２版に印刷し、１枚のボー

ドに空撮と震災前後の地形図や地上被害写真を掲示。逗子の空

撮は２枚、津波・地盤液状化・がけ崩れを確認できた。震災か

ら２年後の「逗子町久木稲荷社落成記念」の写真は、復興への

息吹を感じさせた。 

市民交流センターでの１０月の展示では、プリントとラミネ

ート作業を行い、展示コーナーと会議室で 

公開。２階でもミニ講演会と展示解説を 

行い、講師と観客の対話も能率よく、 

楽しいひとときとなった。２階への 

スムーズな誘導が今後の課題である。 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 プール専用使用コース 

プール専用使用コース数 

交流センター 

日 曜日 10～12 時 13～15 時 会議室関連 

１ 月 換水清掃のため休業 

換水清掃のため休業 

１月分先着予約開始 

２ 火 休  館  日 

休  館  日 

休  館  日 

３ 水  

換水清掃のため休業 

（１２/１～１２/６） 

 

 

４ 木 

 

 

５ 金  

６ 土  

７ 日 

 

 

   

８ 月  ２コース  

９ 火  ２コース  

10 水    

11 木  ２コース  

12 金    

13 土  ２コース  

14 日    

 15 月  
２コース 
（～15:40） 

 

16 火 休  館  日 

休  館  日 

休  館  日 

17 水 

 

   

18 木  ２コース  

19 金    

20 土  ２コース ２月分抽選結果発表 

21 日     

22 月  ２コース  

23 火  ２コース  

24 水    

25 木  ２コース  

26 金    

27 土  ２コース  

28 日    

29 月 

年末年始の休み 

（１２/２９～平成２７年１/３） 

 

※１/４は換水清掃のため、 

プールは休業 

30 火 

火 31 水 

１/１ 木 

２ 金 

３ 土 

三浦半島活断層調査会 
顧問 蟹江 康光 

発行：市民交流センター Vol.54（平成 26 年 11 月 20 日） 

〒249-0006 神奈川県逗子市逗子 4-2-11 

TEL  046-872-3001 

FAX 046-872-3003 

    kouryu@city.zushi.kanagawa.jp 

 

 

※開館時間は、９:00～21:00 

総合窓口受付 ～20:00／プール入場 ～20:30 

開設日・時間：月曜日～金曜日 ９～12 時、13～17 時 

（交流センター休館日・祝日は除く） 

連絡先: 電話 ０４６－８７３－８０３７ 

FAX ０４６－８７２－２５１９ 

Ｅメール vc@zushi-shakyo.com 

 

 

 

・専用使用がある時間帯は３コースのみの使用となります。 

・小学校３年生以下は、保護者などの付添が必要です 

（付添 1人につき２人まで）。 

たくさんの皆様に毎年ご協力いただ 

いている共同募金（「赤い羽根共同 

募金」１０月１日～１２月３１日）、 

｢年末たすけあい募金」（１２月１日 

～１２月３１日）は、どのように使 

われているのかご存じですか？ 

｢赤い羽根共同募金」は、逗子市をはじめ神奈

川県内に配分されています。 

｢年末たすけあい募金」は全額、逗子市支会に

配分されて逗子市のために使われます。 

配分されたお金は、お年寄り、障がいのある方

を支えるための福祉施設、地域ぐるみで子育てを

支える団体、被災地支援など、様々な地域での活

動を応援するために使われています。 

助けたいと思ってもなかなか直接には手伝え

ない方も、募金をしていただくことで直接支援し

ている皆さんを応援することもできます。 

１２月１日からの「年末たすけあい募金」にも

どうぞご協力お願いいたします。 

 

今年のチャレンジデーは地域の皆さまのご協力のも

と地域でのラジオ体操の定着化もあり、スポーツへの意

識向上と習慣化をすることができました。 

これをきっかけに、さらなる健康維持増進につながる

ことを期待します。今後も本市のスポーツ推進を図るう

えで、ご協力をよろしくお願いします。 

 

 

プール：046-872-3004 

市民協働コーディネーター 東
あづま

 浩司 

共に学び、共に育つ 

「共育(きょういく)」のまちをめざして 

■日時：11 月 22 日（土）9:30～11:30 

■場所：市民交流センター 第 2･3･4会議室 

｢大人も子どもも共に育つまち」を めざし、共育プラ

ンを策定します。共育プランでは、生涯学習、学校教

育、文化振興、スポーツ振興、社会教育を包括する、

市の総合的な共育施策の方向性を示していきます。 

新しい環境基本計画 

■日時：11 月 29 日（土）10:00～12:00 

■場所：市役所 5 階会議室 

新しい環境基本計画では、「自然を大切にするまち」

「廃棄物による環境負荷が少ないまち」「温室効果ガ

ス排出の少ないまち」「暮らしと景観に配慮したまち」 

の４つのまちづくりを進めます。『だれもが安全に安

心に暮らす、地球にやさしい持続可能な循環型都市・

逗子市』の実現を目指していきます。 

◆定員：各 90 名（当日先着順） ※事前申込み不要 

平成27年4月を起点とする市の重要な事業を位置づけ

る計画（基幹計画）の策定を進めています。24年間の

逗子の共育と環境について、市長と語り合いましょう。  

 

以前行ったフェイスブックの講座にて、「具体的な使い

方を知りたい！」というリクエストを多くいただいたの

で、それにお応えし、「フェイスブック実践相談会」と銘

打って 10 月 22 日（水）に開催しました！ 

当日は、市民協働課の職員が前半に説明をし、後半は

３～４人のグループに分かれて質疑応答という流れ。「写

真の投稿方法は？」「セキュリティ設定のボタンはど

こ？」「タグ付けってなに？」等、参加者からの熱心な質

問がひっきりなしに飛び、あっという間の１時間でした。 

今回共催をした社会福祉協議会も協力して、ボランテ

ィアグループパソコンサポートボランティアが主催の

「じょうほう CAFE」が毎月第４月曜日（11 月は第３

月曜日）14～16 時に福祉会館にて開催されています。 

 こちらでもフェイスブックに 

 関する相談を受けていますの 

で、今回参加できなかった方 

や、もっと知りたい方は、ふ 

るってご参加ください！ 

 

※託児（先着５名）及び手話通訳の申込みは、11月22日（土）開

催分は11月14日（金）まで、 11月29日（土）開催分は11月

21日（金）までに市民協働課へ申し込んでください。  

※聴覚障がい者のための要約筆記があります。  

問合せ先：市民協働部 市民協働課 
電 話：046-873-1111（内線：7824） FAX：046-872-3003  

E-mail：siminkyoudou@city.zushi.kanagawa.jp 

 

当
選
確
定
手
続
期
間 

２
月
分
抽
選
申
込
受
付
期
間 

※写真展は各地巡回予定。12/1-6 鎌倉市

中央図書館、12/14-21 横須賀市自然･ 

人文博物館、2015 年 1/5-12 三浦市 

うらり、1/29-3/29 葉山しおさい博物館 

市長と話そう、 みんなで考えよう  

  

 

mailto:vc@zushi-shakyo.com


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

     

入口は聖和学院側） 

地域の≪お互いさま❤≫の温かいお気持ちと優しさに感

謝しながら３０回。延べ１６９３名が参加(１０月現在)

の｢ご近所ひろば」は、サロンでは珍しい屋外型ですが、

毎回天気に恵まれて、立ち寄り型サロンとして定着してま

いりました。季節や行事を味わいながら、笑顔や顔見知り

の輪が広がっていくことを願っています。 

新成人を祝う餅つき大会、桜餅つくり、市制６０年を祝

うミニパーティー、夏祭り夜のご近所ひろば、流しそうめ

ん、逗子の昔話、相続やごみの 

勉強会、子ども会とコラボの秋 

刀魚焼き等…… 

子育て世代と高齢者世代の交流を目的に、平成１９年９

月にスタートしました。 

 午前は、高齢者はおしゃべり、子どもたちは紙芝居や

おもちゃを楽しんでいます。昼食はスタッフ手作りでボ

リューム満点のメニュー。季節も感じられると好評です。 

食後は全員参加で軽い体操。最後に逗子音頭を踊って盛

り上がります。「会話と食事で満腹になってもらいたい」

と趣向をこらしています。 

 次回は１２月１２日の┷クリスマス会┿。お待ちして

います♪ 

 

頭も体もリフレッシュ！ 

【対 象】どなたでも 

【日 時】不定期第 2 金曜日 10：00～13：00 

     （町内掲示板で案内）基本的に隔月です 

【参加費】500 円 

【場 所】久木会館（久木 2-1-1 久木小学校の体育館１階。 

※昼食の数に限りがあるため、   

11 時までにお越しください。 

【連絡先】046-871-7775（久木会館） 

 

補助金交付が決定した 9事業の 

市民団体をひとつずつご紹介します！ 

 

 

被災地支援活動の PR、活動資金の寄付募集、被災地の雇用創出・拡大

を目的とした被災者による手作り雑貨などの展示・販売を行います。 

◆日 時：12 月 11 日（木）11:00～16:00  

◆出展団体：3.11 つなぐっぺし、ちーむ麻の葉サポートグループ鎌倉、

Share Heart KAMAKURA、逗子災害ボラバスターズ 

◆場 所：市民交流センター 1 階展示コーナー 

◆日 時： 2月 11 日（水･祝）11:00～16:00 

◆申込み：12 月 2１ 日（日）までに所定の 

申込用紙（市民協働課で用意。 

市ホームページからも入手可能）を 

市民協働課へ 

２か月先の行政予約表を両

パソコンの間と受付に設置。

抽選予約にご活用ください。 

新コーナーができました♪ 

 

【対象】どなたでも 

【日時】毎月第 3 火曜日 

10:00～12:00 (通常） 

【参加費】100 円 

【場所】交流センター駐輪場 

(山上輪業側) 

【連絡先】046-873-8011 

（社会福祉協議会） 

助成金や補助金、講座やセミナーのご案内、サポセンの資料、

ボランティア情報、関連書籍など、お得な情報満載です。 

ＺＥＮ情報は、ボランティアコーナーをご覧ください。 

日本の大事な資源とし

て、ぜひ大勢の方々に

このシステムを活用し

てもらいたいですね！ 
 

メインの入口に近い側から、｢健

康・福祉/子ども・教育/国際交流

/まちづくり/環境/被災地支援｣

のコーナーに分かれているよ♪ 

 

いつもたくさんの団体の方に

ご利用いただいている、このス

ペースがバージョンアップ！ 

情報収集にご活用ください！ 

ずし楽習塾の掲示板と文化プラザの

ラックの横から順に、｢プラザ情報/

音楽系・展覧会/講演・講座/イベン

ト/その他」のジャンル別に掲示中♪ 

毎月の抽選申込みや資

料作成などで、よく利用

させてもらっています 

☆掲示・配架のルール

☆ ・掲示期間は２週間です。 

・受付に２部お持ちください。決裁後、 

1 部は掲示し、1 部は閲覧用ファイル

に保管します。 

・掲示物にはご連絡先（電話番号と氏名）

が書かれていなければなりません。 

・営利目的・政治活動・宗教団体等、掲

示物の内容により、掲示＆配架をお断

りする場合もあります。 


